
https://www.tdb.co.jp/お問い合わせ・無料見積 は 最寄りの事業所の営業担当まで

設備新設拡充計画データ通常版

期間定額サービス

設備投資の意向がある企業にアプローチ！

●商品見本 リスト形式(紙媒体)の場合

企業コード 989999956 調査年月日 令和1年8月1日

業種分類◎

会社名

住所◎

電話番号 03-XXXX－XXXX 代表者名 帝国一郎

年商 1,379百万円 決算年月 平成31年　3月

従業員数

対象事業所◎ 本社 拡充対象◎ 建物

計画内容◎ 新設 所有形態◎ 自有

調達方法◎ 資金借入 対象地域◎ 東京都

時期

＜計画内容＞

1．本店ビルの新築計画があり、令和2年4月着工で令和5年3月竣工予定となっている。

2．総事業費約29億円（現本社ビル解体費用、移転費用、設計費用等含む）の大部分は

　  ○○銀行ほかからの長期借入金で賄う予定。

令和2年4月着工予定

106　人

35441 機械工具製造

帝国テクノツール株式会社

〒161-0034　東京都新宿区○－○－○○

●ご活用事例

年間 1万件以上の情報から 他社よりひと足早い営業 を！

ご希望のエリアの情報を定額でご提供いたします。

帝国データバンクがご提供する『設備新設拡充計画データ』は、

調査員が実際に企業に訪問して得た設備投資の意向情報を毎月ご報告するサービスです。

ライバル会社よりもいち早く、的確なアプローチを支援します。

“

生産ライン拡充の一環で機械の入れ替えを
実施する予定。進捗状況は着手済み。

計画内容の一例

営業所新設計画がある。令和5年末までに
東北に営業拠点を開設予定。

荷量増加のため、1年以内に物件が見つかり
次第、倉庫を新設する計画がある。
土地3,300㎡以上で物件の選定を行っている。

“
本社を建て替える計画を知り、
コピー機などオフィス機器の
導入営業を行いました！

電話線配線・防犯セキュリティ・中古品買取など、
様々な営業のきっかけとなる情報を入手すること
ができます。また、着手済みの計画でも今後の動
向を想定して先手の活動が可能です。

リース業“
今までノーマークだった企業ですが、
弊社にもこれから参入の機会が
ありそうな計画があり、
営業アプローチができました！

まだ公になっていない計画も早く知ることができ
ます。設備投資意欲のある企業に継続的な営業ア
プローチを掛けることができます。

建設業

※ＣＤ-Ｒの場合はテキスト形式でのご提供となります。



（※1）東京23区版は島しょ部を含みます

（※2）福岡Ａ～Ｃ版の提供基準 福岡Ａ：登録全データ提供、福岡Ｂ：評点56点以上、福岡Ｃ：評点60点以上

■ 提供形態 リスト（紙媒体）、ＣＤ-Ｒ（text形式）、メール（PDF形式、text形式、Excel形式）
※上記3つの内、1つをご提供いたします。

■ 支払方法 請求書受領後、原則として1ヵ月以内（銀行振り込みによる）
支払回数は提供期間分の費用一括払いとなります。

※ ご提供に際しましては、「TDBデータベース商品利用規約」に同意していただく必要がございます。

設備新設拡充計画データ申込書

年間ご提供費用 提供エリア

200万円 税込 220万円 東京23区版（※1）

72万円 税込 79.2万円 横浜、千葉、大宮、大阪、福岡Ａ（※2）の各版

36万円 税込 39.6万円 名古屋、京都、堺、福岡Ｂ（※2）の各版

18万円 税込 19.8万円

札幌、仙台、青森、盛岡、秋田、山形、福島、郡山、群馬、宇都宮、水戸、
つくば、熊谷、新潟、長岡、東京西、厚木、長野、松本、沼津、静岡、豊橋、
岐阜、津、四日市、富山、金沢、福井、滋賀、神戸、広島、岡山、福山、
山口、高松、松山、高知、福岡Ｃ（※2）、北九州、長崎、大分、熊本、
鹿児島、沖縄の各版

9万円 税込 9.9万円
釧路、帯広、旭川、函館、苫小牧、八戸、太田、柏、甲府、浜松、
奈良、和歌山、姫路、松江、鳥取、倉敷、徳島、久留米、佐賀、宮崎の各版

※本申込書に記入いただいた個人情報は、本人確認、料金請求、お問い合わせ対応、各種案内送付、及びその他サービス提供を行う目的のみに使用します。また上記利用目的
の実施に必要な範囲内で、業務委託先に預託する場合があります。個人情報の取り扱いについては右記ＵＲＬをご覧ください。http://www.tdb.co.jp/privacy

申込日 20 年 月 日

●年間ご提供費用

弊社記入欄 ※事業所は塗りつぶしの項目を記入してください

企業コード 会員コード 受付番号

請求タイミング 入金区分 営業担当印 事業所長印

請求先指定

事業所

部署

従業員コード

担当者名

案件種類 備考

継続元

案件番号
案件番号

【事業所記入欄】

【本社記入欄】

□通常　□前金□締め　□即時

本社担当者名□新規　□継続



 

ＴＤＢデータベース商品利用規約 
 

       本規約は、株式会社帝国データバンク（以下「ＴＤＢ」といいます。）が提供するデータベース商品（データベースを構成する個々のデータを含みます。以下「ＤＢ商品」といいます。）の利用に

関する基本事項について定めるものです。ＤＢ商品の利用者（以下「ユーザ」といいます。）は、本規約の内容を理解し、これに従うことを承諾したものとみなされます。 

 なお、個別のＤＢ商品に関し、別途利用規約ないしこれに準ずる利用条件の定め（以下「個別約款」といいます。）がある場合には、本規約に加えて当該個別約款が適用されるものとし、本規約

と個別約款の内容が抵触するときは、個別約款の定めが優先するものとします。 

 

（使用許諾） 

第１条  ＴＤＢは、別途利用契約で定めるところに従ってＴＤＢの保有する企業情報等データベースから抽出し、作成したＤＢ商品（印刷物の形態で提供されるものを含みます。以下同様としま

す。）を、日本国内において非独占的に使用することをユーザに許諾し、ユーザは、その対価をＴＤＢに支払うものとします。 

（利用契約） 

第２条  ＤＢ商品の抽出条件、仕様、引渡しの方法、使用許諾の対価（以下「利用料金」といいます。）の額、支払方法その他必要な事項は、ＴＤＢが各ユーザとの間で締結する利用契約におい

て定めるものとします。 

２ 利用契約は、ユーザがＴＤＢに所定の様式による申込書を提出して申込みを行い、ＴＤＢがこれを承諾した時に成立するものとします。なお、申込書受領後５営業日以内にＴＤＢが

異議を申し出ない場合には、ＴＤＢが申込みを承諾したものとみなすこととします。 

３ 本規約は、すべての利用契約について適用されます。利用契約において本規約（個別約款を含みます。）の内容と抵触する事項を定めた場合には、利用契約における定めを優先的に

適用するものとします。 

（知的財産権等の留保） 

第３条  ユーザは、ＤＢ商品についての著作権、ノウハウその他一切の知的財産権がＴＤＢに留保されていることを承認するものとします。 

（使用の範囲等） 

第４条  ユーザは、ＤＢ商品をユーザの内部利用（同一法人内の役員・従業員（ユーザが個人事業主である場合には本人及び当該事業に従事する従業員。以下併せて「従業者」といいます。）に

よる利用を指します。）のためにのみ使用するものとします。 

２ ユーザは、ＤＢ商品をユーザの内部利用の限度において以下の方法により使用することができます。 

（１）編集・加工 

（２）複製 

（３）自動公衆送信（オンライン利用。ただし、外部ネットワークからのアクセスが制限され、ユーザの従業者のみ利用可能なネットワーク上での利用に限ります。） 

３ ユーザは、前項の規定により編集・加工・複製されたＤＢ商品の派生物（以下「加工物」といいます。）について、著作権、ノウハウその他一切の知的財産権及び本規約に基づく 

TＤＢの権利がＴＤＢに留保されていることを承認するものとします。 

４ ユーザは、ＤＢ商品（加工物を含みます。以下本項において同様とします。）について、その全部であると一部であるとを問わず、次に掲げる行為を行わないものとします。 

（１）第三者（ユーザが法人である場合、子会社、関連会社も第三者に含まれます。以下本項において同様とします。）に開示、漏洩し、または使用させること。 

（２）ユーザが第三者に提供（有償、無償を問いません。）する商品、サービスのために使用すること（ＤＢ商品に依拠して作成した企業の格付その他信用に係る情報を第三者に提供 

することを含みます。）。 

（３）公序良俗に反する目的のために使用すること。 

（４）収録媒体を第三者に譲渡し、その占有を第三者に移転すること。 

（５）ＴＤＢから入手したものであることを第三者に開示すること。 

       ５ 前各項の定めにかかわらず、ユーザは、ＤＢ商品に含まれるデータのうち、商号及び企業コードに限り、これを他のユーザとの間で相互に開示（無償で行うものに限ります。）する

ことができるものとします。 

（仕様の検査） 

第５条  ユーザは、ＤＢ商品の引渡し後１か月以内にＤＢ商品の仕様の検査を行い、その結果をＴＤＢに通知するものとします。ただし、やむを得ない事情があるとＴＤＢが認めたときは、ユー

ザとＴＤＢの合意により検査期間を延長することができるものとします。 

２ 前項の検査期間内にユーザがＴＤＢに対して書面により検査不合格の通知をしたときは、ＴＤＢは無償で正しい仕様のＤＢ商品と交換し、これをもってＴＤＢの責任の限度とします。 

３ 次の各号に掲げる場合は、納入されたＤＢ商品の仕様は検査に合格したものとみなすものとします。 

（１）ユーザがＴＤＢに対して前項の検査不合格の通知をしなかったとき。 

（２）第１項の検査期間中に、ユーザがＤＢ商品を検査以外の目的に使用したとき。 

（ＴＤＢの免責等） 

第６条 ＴＤＢは、データベースの性格上、ＤＢ商品の正確性、完全性または特定の目的についての適合性について保証するものではなく、ＤＢ商品の使用によりユーザまたは第三者に損害が生

じたときも、対価の減額、損害賠償その他の一切の責任を負わないものとします。ただし、当該損害がＴＤＢの故意または重大な過失に起因するものである場合はこの限りではありませ

ん。 

     ２ ＴＤＢは、前項但書に定める損害賠償等の責任を、ユーザがＤＢ商品の引渡しを受けた後１年以内に当該損害の発生につきＴＤＢに通知した場合に限り負うものとします。また、理

由のいかんを問わず、ＴＤＢが負担すべき賠償責任の額は、当該ＤＢ商品の利用契約において定められた利用料金の総額を超えないものとします。 

     ３ ＴＤＢは、次の各号に掲げる事由によりユーザに生じた損害について、一切の責任を負いません。 

     （１）火災、停電、天災地変、戦争、暴動、労働争議、法令の制定改廃等の不可抗力その他ＴＤＢの合理的な管理を超える原因によるＤＢ商品の提供遅滞または不能 

     （２）定期的または緊急に行われるＤＢ商品の提供に必要な設備等の保守に伴う提供遅滞 

４ ＤＢ商品の利用に関連してユーザが第三者またはＴＤＢに損害を与えた場合、またはユーザと第三者との間で紛争が生じた場合、ユーザは自己の費用負担と責任においてかかる損害

を賠償し、または紛争を解決するものとします。 

（譲渡禁止） 

第７条  ユーザは、本規約または利用契約上の自身の地位またはこれらに基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、もしくは移転し、または第三者の権利の目的としてはなりません。 

（規約の変更） 

第８条  ＴＤＢは、必要に応じて本規約を変更することができるものとします。 

     ２ 前項により本規約の変更があった場合でも、変更の時点で有効に存在する利用契約との関係では、引き続き変更前の規約が適用されるものとします。 

（契約の解除） 

第９条  ユーザまたはＴＤＢは、相手方に次の各号に掲げる事由（以下「解除事由」といいます。）が一つでも生じた場合には、書面による通知をすることによって利用契約を解除することがで

きるものとします。この場合、解除事由に該当した当事者は、解除によって相手方に生じる損害を賠償する責を負うものとします。 

（１）支払の停止または破産手続開始､民事再生手続開始､会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき。 

（２）手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

（３）その財産について、仮差押え、仮処分、保全差押え、強制執行、担保権の実行または公租公課の滞納処分がなされたとき。 

（４）本規約または利用契約に定められた義務を履行しないとき。 

（５）その他契約を継続し難い重要な事実が生じたと認められたとき。 

２ 解除事由に該当したユーザまたはＴＤＢは、相手方に対して負担するすべての金銭債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならないものとします。 

（反社会的勢力の排除） 

第１０条 ＴＤＢは、ユーザが次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告をなすことなく、利用契約を解除することができるものとします。 

（１）ユーザまたはその役員もしくは従業員が、反社会的勢力（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団若しくは同条

第６号に規定する暴力団員又は暴力、威力及び詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人をいう。以下同じ。）であることが判明したとき。 

（２）反社会的勢力がユーザの経営に実質的に関与していることが判明したとき。 

（３）ユーザが、自己もしくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を与える目的をもって、反社会的勢力またはその威力を活用していることが判明したとき。 

（４）ユーザが、反社会的勢力に対し資金等を供給し又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力しまたは関与していることが判明したとき。 

２ 前項の規定に基づく解除によってユーザが損害を被ることがあっても、ＴＤＢはユーザに対して損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。 

３ 第 1 項の規定に基づく解除によりＴＤＢが損害を被った場合、ユーザはかかる損害を賠償する責任を負うものとします。 

（使用権の消滅等） 

第１１条 前２条の規定による解除により利用契約が終了したとき、または、利用期間満了時にユーザに第９条第１項各号または前条第１項各号の事由が存するときは、ユーザのＤＢ商品使用権は   

当然に消滅するものとし、ユーザは、直ちに収録媒体（その複製物を含みます。）をＴＤＢに引き渡し、もしくは破壊し、またはＤＢ商品を消去しなければならないものとします。 

２ 利用契約において定めた利用期間の満了によって利用契約が終了したときは、ユーザに第９条第１項各号または前条第１項各号の事由が存しないこと、及び、第３条、第４条、第６

条、第７条及び第１２条の規定を遵守することを条件に、ユーザは契約終了の際にＴＤＢから使用許諾を受けていたＤＢ商品を引き続き使用することができるものとします。ただし、

上記条件を満たさなくなったときは、ＴＤＢはユーザに対し、ＤＢ商品の使用停止を求めることができるものとし、この場合は前項の規定を準用するものとします。 

（秘密保持） 

第１２条 ＴＤＢ及びユーザは、利用契約の締結または履行上知り得た相手方の業務上の機密情報について、厳に秘密を保持し、相手方の事前の書面による承諾がない限りこれを第三者に開示、漏

洩しないものとします。ただし、ＴＤＢがＤＢ商品の提供に必要な業務を第三者に委託するに際し、当該第三者に秘密保持義務を課したうえで機密情報を開示する場合はこの限りではあ

りません。 

（協議） 

第１３条 本規約及び利用契約に定めのない事項または本規約及び利用契約の条項の解釈についての疑義が生じたときは、ユーザとＴＤＢは協議のうえ円満に解決をはかるものとします。 

（準拠法） 

第１４条 本規約及び利用契約の準拠法は日本国法とします。 

（合意管轄） 

第１５条 本規約及び利用契約から生じる権利義務に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とすることをユーザとＴＤＢはともに合意します。 

 

2010 年 2 月 8 日 制定 

 

株式会社帝国データバンク 

 

 


